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【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査

（調査期間：令和6年6月3日〜14日）

一般社団法人 日本病院会
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〇調査概要

【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査

調査目的
令和6年度診療報酬改定における特定集中治療室管理料の見直しに
関する影響を把握することを目的とする。

調査方法
調査対象病院にEメール及びFAXによって調査票を送付し、回答、
回収を行った。

調査期間 令和6年6月3日（月）～6月14日（金）

調査対象 令和5年6月現在に特定集中治療室管理料を届け出ている全国の病院
（583病院、うち会員病院：477病院、非会員病院：106病院）

回答数
351病院（回答率60.2％）うち 会員病院：293病院（61.4％）

  非会員病院：58病院（54.7％）

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会

【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査

〇回答病院_基本情報
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〇回答病院_基本情報2

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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〇回答病院_基本情報3

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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〇回答病院_基本情報4

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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〇 Q1 特定集中治療室管理料の届出状況について

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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〇 Q1 特定集中治療室管理料の届出状況について_管理料別
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全体の変更率：49.0％

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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P9【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査

〇 Q2-1 特定集中治療室管理料1・2からの変更、もしくは取下げ理由（ｎ＝30）
  （複数回答あり）

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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令和5年6月1日付で特定集中治療室管理料1・2を届出していた病院
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その他

無回答

令和5年6月1日付で特定集中治療室管理料３・４を届出していた病院

【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査

Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会
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当該治療室の専任の医師が当該治療室において宿日直の勤務を行っているため
（交代勤務制が組めないため）

〇 Q2-2 特定集中治療室管理料3・4からの変更、もしくは取下げ理由（ｎ＝134）
 （複数回答あり）
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Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会

〇 Q3-1 令和６年度の診療報酬改定に伴う特定集中治療室管理料の収入差額（予想される収入増減額）

P11【緊急調査】特定集中治療室管理料の見直しに関する調査 P11
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n=351
令和6年度の診療報酬改定に伴う特定集中治療室管理料の収入差額_全体

最大値： 177,824 千円

平均値： -8,186 千円

最小値： -238,924 千円
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Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会

〇 Q3-2 令和６年度の診療報酬改定に伴う特定集中治療室管理料の収入差額（予想される収入増減額）
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n=170
令和6年度の診療報酬改定に伴う特定集中治療室管理料の収入差額_管理料変更有

最大値： 177,824 千円

平均値： -19,161 千円
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Japan Hospital Association一般社団法人 日本病院会

〇 Q4 その他ご意見

P13

医師の宿日直勤務から交代勤務への移行の困難さと医師不足問題に関する意見 21件

医師の宿日直勤務から交代勤務への変更による経営への影響に関する意見 12件

特定集中治療室管理料における基準の見直し及び経過措置の要望に関する意見 12件

財政措置の要望に関する意見 6件

特定集中治療室管理料だけでなく、救命救急入院料等の調査要望に関する意見 5件

宿日直勤務と交代勤務におけるアウトカムに関する懸念 3件
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